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東北大学・神戸大学ジョイントシンポジウム 

 

【 東北～関西での災害対応教訓の共有・交流 】 

巨大地震に備えた地域間連携と受援体制を考える 

 

日時：2014 年 8 月 4 日（月） 13 時 30 分～17 時 00 分 

場所：大阪市中央区北浜３丁目２−２５ 京阪淀屋橋ビル３F 

AP 大阪淀屋橋 ３F 北 J・K 会議室 

 

東日本大震災では、関西広域連合をはじめとする全国の自治体が，被災自治体に様々な形での支

援を行い、その有効性が注目されました。しかしながら、それらの応援を有効に機能させるには、

地域間連携の仕組みや受援計画、訓練などの備えが大切になります。 

本シンポジウムでは、主に自治体の防災体制を中心にとりあげ、東日本大震災の教訓や地域間連

携、受援計画策定の取組事例について東北・関西の教訓を共有し、南海トラフ地震など今後の巨大

災害に求められる地域間連携・受援体制について考えていきます。 

 

 (1) 趣旨説明 13：30-13：35 

神戸大学 社会科学系教育研究府 紅谷昇平 

 (2) 話題提供 13：35-16：20 

 ・「災害対応における地域間・組織間連携の重要性」 

  東北大学災害科学国際研究所 丸谷浩明 

・「東日本大震災の教訓を踏まえた受援計画」 

  岩手県総務部総合防災室 平野達士 

 ・「神戸市における災害受援計画の策定プロセスとその特徴」    

神戸市危機管理室危機対応担当課 川中 徹 

   （休憩 15 分） 

 ・「鳥取県・徳島県の包括的な相互応援の取組」     

鳥取県危機管理局危機管理政策課 松本澄之 

・「東北復興連合会議の取組」     

（株）日本政策投資銀行東北支店 東北復興支援室 佐野成信 

 

 (3) 意見交換 16：20-17：00 

進行：神戸大学 社会科学系教育研究府 紅谷昇平 

 

主催 神戸大学 社会科学系教育研究府・国際協力研究科 

共催 東北大学 災害科学国際研究所 

後援 関西広域連合 
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１．話題提供 

  

■災害対応における地域間・組織間連携の重要性 （東北大学災害科学国際研究所 丸谷浩明） 

東北でも東日本大震災の教訓を振り返り、今後の災害対応に活かそ

うとする動きがある。仙台市では、計画では百数十箇所だったが、実

際に二百数十箇所できた避難所の長期運営に区役所職員だけでは対

応できなかったため、業務継続計画では本庁の各局が支援する体制に

見直した。また、大震災発生直後には大幹線の高速道路、国道４号線

が使えず、日本海側の新潟経由での物流の代替ルートが効果を発揮し、

同時被災しない太平洋側、日本海側の連携の重要性が、改めて確認さ

れた。 

関西広域連合の対口支援、カウンターパート支援が注目されている。関西広域連合の前身の関西広域

機構は官民共同の組織で、防災と観光について連携を進めていた。当時、京都大学に赴任していたので、

その防災分野へ私も支援していた。そして、同じような官民連携組織を東北でもと考え、日本政策投資

銀行東北支店が事務局となり結成された東北復興連合会議に提案している。 

関西の場合、全国規模で活動する大企業がかなりあるが、東北の場合には、全国レベルの企業は仙台

であっても支店が強く、地場の優良企業は各県ごとに存在している。そこで、東北全体を営業基盤とす

る企業が少ないため、県を超えての連携は関西ほど容易ではない。また、震災の教訓を活かすため人と

防災未来センターや国際組織を誘致した阪神・大震災後のような動きが東北にも必要であるが、当時に

比べると日本の財政力が低下している。震災の経験を、お金が無い中でどう活かすかだが、防災や復興

の人材育成について東北から発信していこうという動きが水面下で出てきている。 

将来の南海トラフや東京での震災では、今度は東北全体で協力して支援しないといけないという気持

ちは共有されつつある。政府も、中央防災会議で震災の教訓をまとめ、応援・受援が必要だと明確にし、

国が自ら仲介する仕組みも作った。支援物資も国が自ら調達し運輸事業者の協力を得ることも法律に明

文化された。都市内の各主体の相互協力については、DCP（地域継続計画）という発想が香川県などで

議論されている。今後は、災害時の相互応援を有効に実施できるようにするため、業務の標準化、やり

方の共通化なども視野に入れておくべきであろう。 

 

■東日本大震災の教訓を踏まえた受援計画 （岩手県総務部総合防災室 平野達士） 

東日本大震災の課題の一つに、応援を受け付ける所管部署が不明

確だった点、応援を受ける業務が未整理だった点がある。例えば、

こころのケアと医療を一緒にする国際NGOの支援申出があった時、

所管部署は福祉、医療、ボランティア、国際といろいろ考えられる。

災害時には必要な応援を適時受け入れるためには窓口を一つにすべ

きである。もう一つの課題として、応援の問い合わせが殺到し現場

対応に支障が生じた。県庁内で受援の窓口を明確にし、応援を必要

とする業務を定めて、緊急性のない応援は受け入れないことを明確にする必要がある。 

岩手県の災害対策本部の本部支援室には、統括班、情報班、対策班、広報班、総務班の５班があった
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が、今回新たに受援班を付け加えて、そこが一括して応援職員の申し出を受け付け、各部局と調整し、

宿泊所の確保をすることになった。受援班設置の要件は、東日本大震災クラスの大災害を想定しており、

知事が必要と認める時に任意で設置する。初動時の混乱を防止するのが目的なので、受援班は、災害対

策本部の設置から概ね１ヶ月で廃止する。ボランティアについては、基本は市町村の社会福祉協議会で

あるが、手話通訳など専門性のある団体ボランティアの受入は難しいので、別途、県で窓口を設置し対

応しようと考えている。 

応援元への要請として、必要とされる概ねの携行品を受援計画で整理している。受入側で十分な宿泊

場所を提供するのは難しいので、応援元に「あらかじめ宿泊場所（避難所等を含む。）を確保するよう努

めること」と示し、「避難所で雑魚寝することも覚悟して欲しい」というメッセージにしている。 

受援計画では、発災直後に受け入れが想定される業務をリストアップしている。東日本大震災の教訓

から、市町村の行政回復、支援についても受援業務に追加している。また、物資の受け入れでは、紙お

むつや離乳食など要配慮者への配慮を重点的に計画に盛り込んでいる。さらに賞味期限への留意や小口･

混載の送付を控えることについても規定している。 

応援計画では、南海トラフ地震や県内の市町村への応援を想定している。県外への応援は、総務部長

を本部長とする応援本部を設置し、これも概ね１ヶ月で廃止することにしている。また県内市町村の応

援は、災害対策本部で対応する。応援本部の担当業務は、概ね受援計画の裏返しである。岩手県単独の

応援本部の設置は定められたが、現段階では、関西広域連合のような広域応援の調整の議論は進んでい

ない。 

 

■神戸市における災害受援計画の策定プロセスとその特徴 （神戸市危機管理室危機対応担当課 川中徹） 

神戸市では、20 年前の阪神・淡路大震災で非常に多くの自治体

から応援をいただいたが、当時は受援の考え方がなく十分な対応

が出来なかった。また、東日本大震災では仙台市をはじめとする

被災自治体に応援職員を派遣した。その後、派遣職員へのアンケ

ートや意見交換、さらに派遣先自治体の職員にヒアリングをして、

受け入れのスペース、地図・資料の確保、派遣調整役の配置、受

援計画の必要性など、応援する側、応援される側、両方の教訓を

踏まえて受援計画を策定した。 

受援計画は、総則編と対応計画の二部構成である。総則編は一般的な考え方、対応計画は具体的な災

害別に受援シートと業務フローを作っている。学識経験者を含めた策定委員会で基本方針を考え、実務

レベルは庁内の作業部会で作業をした。災害時の担当業務を各部局で確認してもらうため、各部局の部

会で作業をしてもらい、必要に応じてヒアリングして事務局で素案をつくった。 

想定期間は、岩手県と同じように、当初混乱が予想される１ヶ月間である。災害時の業務量を把握し、

今の職員数で足りるかどうか検討し、不足する人員について支援を受けようと考えている。対応計画で

は、緊急業務と継続すべき経常業務の合計１３０業務を抽出し、神戸市職員で対応する業務と応援に任

せられる業務に分けた。さらにそれぞれの業務に必要なマニュアル、資機材、活動スペースなどを整理

した。これら具体的な受援業務の情報をホームページに公開すれば、応援する側に神戸市のニーズが伝

わり、応援の受入がスムーズに進むと考えている。 
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震度６弱以上の地震が起こると受援計画を発動し、応援受入本部を立ち上げ、総合的窓口とする。応

援受入本部の役割は、総合的窓口として担当部署が不明確な業務のとりつぎ、支援本部との連絡調整、

災害対策本部との連携、宿舎・野営地の調整、受援担当者の決定などである。費用負担は、協定に基づ

く場合は協定どおり、自主的な応援は派遣元が全てを負担するという考え方にしている。 

受援シートをみれば、緊急業務かどうか、ピーク時期がどこか、担当課がどこか、情報処理の活動、

指揮体系、現場の対応環境、民間の受入の可否など一覧表で分かり、神戸市がどんな応援を必要として

いるのか伝わるようにした。続いて、受援シートと一対のものとして、チェックリスト方式の業務フロ

ーを作成した。準備段階から具体的な応援の要請、応援の受入、応援の終了まで相手側と情報共有でき

るようなフローをつくっている。 

検討委員会では、応援に来て頂いた方のモチベーションを高めるように、感謝の気持ちをもって応援

職員を受け入れる、という意見があった。現在、関西広域連合や西宮市、尼崎市、芦屋市などに具体的

な計画をつくる働きかけをしている。また指定都市でも、具体的な支援の方法を検討しており、支援の

訓練をやっていこうとしている。 

 

■鳥取県・徳島県の包括的な相互応援の取組 （鳥取県危機管理局危機管理政策課 松本澄之） 

鳥取県と徳島県の相互応援のきっかけは、平成 16 年 3 月に南海

地震の発生確率の予測値が高まり、徳島県に切迫感があった。鳥

取県は平成 12年に鳥取県西部地震の被災経験があったこともあり、

徳島県知事から当時の鳥取県知事に話があり、協定を結んだのが

始まりである。 

平成 16 年の相互応援協定は内容としては一般的なものだった。

平成 20 年の見直しで、要請がない場合の自動応援の発動や国民保

護等危機事象発生まで対象を広げた。平成 23 年の見直しでは、中

四国ブロックのカウンターパート制、東日本の教訓による応援内容の反映（業務継続、避難者受入、風

評被害対策など）、県をあげた BCP の体制構築、時間経過（タイムライン）に応じた応援・受援体制を

定めた活動要領の作成、などについても盛り込まれた。 

鳥取県、徳島県の連携の特徴として、県だけでなく市町村、各種団体へ連携を拡大していることがあ

る。市町村間の相互応援協定は、現在までに米子市と阿南市、倉吉市と吉野川市、鳥取市と徳島市、鳴

門市と境港市が協定を結んだ。市町村で包括的に相互応援協定を結ぼうとしても、市町村の数が合わな

いので、その後市長会、町村会同士で締結することにより、全市町村間をカバーするようにした。特に

町村の場合においては、徳島県は「北部」・「中部」・「南部」、鳥取県は「東部」・「中部」・「西部」の３ブ

ロック間同士で相互応援を行うカウンターパート制の協定を結んでいる。 

次に両県の団体間にも連携を広げた。平成 24 年 12 月には県の社会福祉協議会同士で協定を締結し、

平成 24 年 11 月には企業局同士で協定を締結した。生活協同組合、中小企業団体中央会も互いに協定を

結んでいる。これらの相互応援を具体化するために、両県とも旅費を支援する補助制度を設けている。 

各団体に「徳島県の団体と協定を」と話すと、「なぜ徳島と鳥取で」と言われる。そこで何らかのつな

がりを持ち出すと、スムーズに話しが進みやすい傾向がある。例えば、徳島と鳥取の初代藩主が祖父と

孫の関係であるとか、徳島県初代知事が鳥取藩士出身、両県とも戦中戦後に大地震を経験、など。そう
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いうことを混ぜながら話すと、距離感が縮まって協定締結もスムーズに進む。 

協定の成果として、平時の業務においても訓練への相互派遣などで気付きを与えてくれたり、情報交

換が深いところまで得られるようになったことなどがある。課題としては、防災部局とその他の部署と

で温度差があるので、それをなくしていきたい。今後は、業務継続の共同研究や、合同訓練の実施、相

互応援活動要領の作成、団体の協定では医療分野や建築士会、士業組合などの連携につなげていき、こ

れらの取組を徳島鳥取モデルとして全国発信していきたい。 

徳島、鳥取両県の取組は、中四国全体にも波及している。中国５県、中四国９県のカウンターパート

制の導入は、徳島県と鳥取県知事の後押しがきっかけである。さらに中国地方知事会主導による広域連

携の取組として、平成 14 年から広域連携検討会を立ち上げて、大規模災害時の連携やドクターヘリの広

域連携を進めてきていたが、平成 25 年からは広域防災部会を設置し、鳥取県が部会の事務局となり、各

県で事務を分担して、大規模災害発生時の連携と調整、原子力災害、防災担当職員の人材育成などに取

り組んでいる。中四国の協定に基づく支援受援体制としては、今年度から来年度にかけて中四国全体の

広域支援受援マニュアルを作成する予定である。昨年１月には、中四国の合同訓練を行っている。 

 

■東北復興連合会議の取組 （株式会社日本政策投資銀行東北支店 東北復興支援室 佐野成信） 

日本政策投資銀行（DBJ）は、通常の民間銀行とは違って、主に

法人の設備投資に対して融資をしている。地域の産業復興などに意

義がある設備投資に融資をしていることもあり、災害等があると相

談窓口を開いたり、緊急支援として融資したりしている。 

東北復興支援室は、ファイナンスとプロジェクト推進、企画調査

提言の機能を担っており、震災があったときに、DBJ の業務を東北

に集めて復興に役立てようとして出来た部署である。調査提言レポ

ートとして、震災２年後の現況整理、東北一体となった復興の提言

などをまとめた。これが東北復興連合会議のもととなり、関係先にヒアリングするなかでネットワーク

が出来て、国際会議などで情報発信などをしてきた。地方自治体や国際機関、民間企業と連携をして、

復興の役に立ちたいと考えている。2015 年 3 月に、第３回の国連防災世界会議が仙台で開かれるので、

そこでの情報発信が当面の東北復興連合会議の一つの目標になっている。 

東北は、人口減少、高齢化、少子化が厳しく、経済もそれほど強くない地域だった。そこに震災があ

り、東北がどうやって困難な課題から復興を成し遂げていくのか。まずはそういう知見やノウハウを持

っている方の意見をいただく場をつくって、そこから何か活動につなげていくプラットフォームにした

い。海外への情報発信、東北発の先進的な取組を横展開、全国からの支援の恩返しの意味でのバックア

ップ体制の検討など幅広なテーマについて、オール東北として知見を結集して検討する。各都道府県、

東北大学、IRP、民間企業などに参加してもらっており、今年の 2014 年 3 月 1 日に正式にキックオフし、

6 月に第２回、今月末に第３回の開催を予定している。 

現在、具体的に取り組むこととして、災害時を見据えたオペレーションの構築、ICT による広域連携

の円滑化、災害対応力の評価手法の構築という３つのキーワードを考えている。東北復興連合会議の参

加者にアンケート調査をして先進的な事例の情報を集めており、そこから得られるインプリケーション

をまとめて、３月の国連防災世界会議で発信する予定である。 
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２．意見交換 

 

Q：文化財保護は受援業務の対象外ということだが、インドネ

シアのアチェ津波やフィリピンの台風被害、東日本大震災でも

文書、データ復旧は重要であった。 

平野 

受け入れが想定される業務は、直後１ヶ月での受け入れ業務。

１ヶ月間は、生命に関する業務が主となるため、文化財保護は

対象外と判断している。 

丸谷 

文化財については、直後に行政で対応出来ないので、大学や NPOなど他の組織が受援計画をつくるべ

きであろう。コミュニティや地域が対応を放棄していいものではない。 

 

Q：岩手県以外の東北地域での受援計画策定の状況はどうなのか。また直後１ヶ月は大切な時期だが、復

興期の受援計画は策定しないのか。大学や NPOなど民間の応援をもっと上手く活用するべきである。 

平野 

東北では、岩手県だけが受援計画を策定している。岩手県としては市町村に受援計画をつくって欲し

いので、まず県が率先して策定した。復興については、任期付き職員の採用や定年の引き上げをして人

材の確保に努めているが、受援計画には含んでいない。復興期の民間活用については、岩手県の場合、

例えば大槌では大学が関与することで既に２件の地区防災計画の提案が出され、町の会議にも大学の先

生が入っている。 

川中 

神戸市の場合も、岩手県と同じように発災から１ヶ月が目安である。ただし、応急仮設住宅、生活支

援、災害廃棄物など、復旧、復興期にピークとなるが震災１ヶ月以内に着手する業務は受援計画の対象

にしている。スタート時は受援計画で進め、１ヶ月を過ぎると各部署で対応できると整理している。受

援対象の 130 業務のなかには、NPO など民間の応援を受け入れられる業務を定めており、NPO の受入

については今、市と中間 NPOとで相談をしているところである。 

丸谷 

通常、BCP では復興期の着手までしか入れない。災害後の状況に依存する業務は、あえて書かず留意

事項としてとどめている。前提条件が変わったにも関わらず、計画どおりやるとかえって良くない。復

興の教訓を記録し、詳細について外部から教えてあげられる仕組みがあると良い。 

 

Q：被害が激しい自治体では、１ヶ月目では職員も被災者で復興計画の策定にも関与できないほど混乱し

ていた。予算規模は 10 倍以上に膨らんでいるが、従来と同じ議会で議論し、議決している。復興時の業

務の進め方や組織の仕組みそのものを、事前に考えておかないといけない。 

丸谷 

復興について、国は大規模災害復興法をつくって、その枠組みで対応することになっている。受援計
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画と復興計画はそれぞれ役割があり、行政機能喪失のような状況に対して、初動については BCP や受援

計画などで定めている。復興についても、業務が膨大になると分かっているので、国など関係機関が支

援するフレームを、受援計画とは別の計画として用意しておくべきである。 

 

Q：混乱期の１ヶ月は、欲しい支援だけでなく、あまり欲しくない支援も来て、支援とニーズのミスマッ

チがあったのではないか。ミスマッチがあった場合、どのように仕分けをして、調整すべきなのか。 

平野 

都道府県からの応援は、連絡調整職員を通じて情報が伝わるのでミスマッチは少なかった。一方、ボ

ランティアについては特に短期の支援申出が多く、期間のミスマッチがあった。物資支援でもミスマッ

チはあり、特に要配慮者向けの物資、離乳食、紙おむつなどが不足した。 

川中 

現在の神戸市の受援計画は、ミスマッチがないよう応援受入本部で調整する予定である。特に指定の

ない応援の申し出は、避難所運営などの業務に振り分ける予定である。 

 

Q：本日の事例は、オール関西、オール東北、鳥取・徳島という枠組みだが、それを超えた日本海側～太

平洋側の超広域的な支援の可能性もあるのではないか。 

松本 

全国知事会で首都直下や南海トラフの応援枠組みを考えており、鳥取県は、そのワーキンググループ

のメンバーである。基本的には、個々の自治体の相互応援協定が中心で、それを知事会が補完する形を

考えている。ただ平時の備えとして、太平洋側に偏っている人口、産業を日本海側へもバランスさせる

ことにも目を向けて欲しい。 

丸谷 

国も、法律に基づいて広域支援の総合調整を担えるようになっている。国が前面に出るのは、自治体

どうしの相互協定が十分に機能せず、支援をもらえない自治体がある状況であろう。 

佐野 

東北復興連合会議では、広域被災の場合には、一自治体ではなく、広域で連携してバックアップ機能

を果たすべきという問題意識は持っている。しかし東北地方は、現在、自らの復興という問題を抱えて

いて、すぐに他地域のバックアップを考えるのは難しい。今、我々でやれることは、震災の経験、復興

のノウハウの情報を、平時から他地域と共有することで支援することだと思っている。日本海側と太平

洋側の連携については、例えば河北新報社が震災前に新潟日報社と協定を結んでいため、途切れること

なく、新潟で印刷して被災地に新聞を届けることが出来たという事例がある。 

 

Q：遠い将来を考えると、文化財保護は非常に大切である。もう一つ、震災遺構は人を呼び込み、地域経

済を活性化させる機能を持つが、震災遺構についてはどのように考えているのか。 

丸谷 

文化財の復旧については、社会的に必要である。ただ直後、行政が支援を受け入れるのは難しいので、

博物館や大学などが主導して取り組むべきであろう。震災遺構については、心情や維持費の問題だけで

なく、経済復興での活用可能性も含めて現地の自治体が議論し、判断されたものである。この場で外部
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の者がコメントするのは難しい。 

 

Q：受援計画では、応援の人員数と能力の両方について、どのように定めているのか。また緊急業務の中

での優先順位はどうなっているのか。また能力でいえば、誰でも良い業務（避難所運営など）、専門能力

が必要な業務（保健師、本部中枢職員）もある。その仕分けの考え方をお教えいただきたい。 

川中 

神戸市では、職種については必要な資格が受援シートに書いてある。また昨年 12 月の受援訓練の反省

点の一つとして、円滑な応援受入のためには業務の優先順位を決めることが大切だと分かった。 

平野 

本県の業務計画は業務を絞っているので、優先順位が高いもののみだと考えている。 

松本 

鳥取県と徳島県での協議では、応援、受援の手続きが中心であり、応援職員の能力や業務の優先順位

についてはまだ検討されていない。 

 

Q：今後、大きな地震があった際に、行政の死角や盲点、出来ていない点が何なのか。 

川中 

災害対応で不安な点は、受援計画をつくったが、BCP がない点である。今年度、来年度で業務継続計

画をつくっていく予定である。 

平野 

問題としては、財政上の問題から職員を削減しているので、応援派遣する職員を十分に確保できない

可能性がある点が挙げられる。 

松本 

地震対策の盲点としては、災害に対応できる人材育成がある。役所の中でも、防災担当部局は、住民

の生命、身体、財産などを守ることに直接関わる極めて重要な部署であり、どういう人材が防災担当部

局に望ましいのかを考え、それに向かって、人材育成をしていかなければならない。 

 

以上 

 

（記録作成責任者：神戸大学 紅谷昇平） 

 

 


